
安全研究・防災支援部門の概況
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
安全研究・防災支援部門
規制支援審議会 事務局



７．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とその
ための安全研究の推進

機構は、原子力安全規制行政及び原子力防災への技術的支援に係る業務
を行うための組織を区分し、同組織の技術的能力を向上するとともに、機構
内に設置した外部有識者から成る規制支援審議会の意見を尊重し、当該業
務の実効性、中立性及び透明性を確保しつつ、以下の業務を進める。

（１） 原子力安全規制行政に対する技術的支援とそのための安全研究
（省略）

（２） 原子力防災等に対する技術的支援
（省略）

【求められる役割】第４期中長期目標* （令和４年度～令和10年度）

* 主務大臣が定める機構が達成すべき業務運営に関する目標



７．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とその
ための安全研究の推進

機構は、原子力安全規制行政及び原子力防災等への技術的支援を求めら
れている。これらの技術的支援に係る業務を行うための組織を原子力施設の
管理組織から区分し、原子力施設の事故や緊急時対応に関する研究を総合
的に実施する。常に安全に与えるインパクトを重視し、従来からの手法に拘
泥することなく研究を実施することにより、安全上重要な分野において国際的
に通用する研究者を育てる。また、リスク評価、緊急時対応、経年劣化、環境
安全など分野横断研究を推進して安全を俯瞰できる人材を育成する。これら
研究者が連携して国等の対応を技術的に支援する体制を整備するとともに、
必要な研究資源の維持・増強に努め、継続的に技術的能力を向上させる。さ
らに、機構内に設置した外部有識者から成る規制支援審議会において、当
該業務の実効性、中立性及び透明性を確保するための方策の妥当性やその
実施状況について審議を受け、同審議会の意見を尊重して業務を実施する。

（以下、省略）

【求められる役割】第４期中長期計画* （令和４年度～令和10年度）

* 中長期目標を達成するために機構で策定され主務大臣に認可された計画



原子力規制委員会等

安全研究・防災支援部門

企画調整室
リスク情報活用推進室
規制・国際情報分析室
安全研究センター

原子力緊急時支援・研修センター

【組織】原子力施設の管理組織からの区分

連携 連携

連携

国際協力
OECD/NEA共同研究プロジェクトの例
・FACE（１Ｆ事故分析）
・IRISプロジェクト（飛翔体衝突影響評価）

二国間協力の例
・ＩＲＳＮ（燃料挙動、廃棄物、臨界安全等）

大学等

大学との共同研究の例
・動的リスク評価技術に関する研究（東京大学）

民間企業との共同研究の例
・延性破壊シミュレーションの高度化（電力中央研究所）

支援
要請

事業委託

【安全研究・防災支援部門】
 被規制施設の運転管理部門から分離
 原子力規制委員会の共管業務を集約
 原子力安全規制等の技術的支援（機構の様々な施設を活用した安全研究、原子力防災支援）

理事長
本部組織

・バックエンド統括本部
・安全・核セキュリティ統括本部
・経営企画部 ・人事部
・財務部 ・契約部
・監査室 等

福島研究
開発部門

原子力
科学

研究部門

高速炉・
新型炉

研究開発
部門

核燃料・
バックエン
ド研究

開発部門

敦賀廃止
措置実証

部門

監事



規制支援審議会
・コンプライアンス
藤田委員、小田委員、樋渡委員

・安全研究 阿部委員
・放射線防護 神田委員
・核不拡散・核セキュリティ 青木委員

委員委嘱、諮問

答申

確認

【中立性及び透明性の確保】規制支援審議会での確認

【規制支援審議会】

 安全研究・防災支援部門が実施する規制支援活動が十分な中立性と透明性を保つため
の方策の妥当性やその実施状況について審議

 原子力規制庁からの推薦者を含む安全研究、核不拡散・核セキュリティ、原子力防災又は
コンプライアンスの分野に精通する外部専門家で構成

理事長

福島研究
開発部門

原子力
科学

研究部門

高速炉・
新型炉

研究開発
部門

核燃料・
バックエン
ド研究

開発部門

敦賀廃止
措置実証

部門

安全研究・防災支援部門

企画調整室
リスク情報活用推進室
規制・国際情報分析室
安全研究センター

原子力緊急時支援・研修センター

監事 本部組織

・バックエンド統括本部
・安全・核セキュリティ統括本部
・経営企画部 ・人事部
・財務部 ・契約部
・監査室 等



【中立性及び透明性の確保】「ルール」について

原子力規制委員会からの受託の実施に当たっては、原子力事業者等からの独立性の担
保や機構内における協力と規制対象施設の利用のための「ルール」を制定して中立性及
び透明性を確保 ※平成30年4月2日改定

中立性及び透明性を確保するための方策の妥当性やその実施状況を規制支援審議
会において確認していただくことにより継続的に担保。

〇規制支援に直結する原子力規制委員会からの受託事業の進め方について（概要）
（1）原子力機構以外の原子力事業者等との関係
①各センターは、原子力事業者等からの受託事業や研究資金を受けない。
②各センターは、原子力事業者等に対して許認可対象となる設備を製作し提供しない。
③各センターは、当該受託事業の対象となる原子力事業者等からの出向者を受託事業に従事させない。
④各センターは、当該受託事業に求められる期間において再委託先の従業者が原子力事業者等から
の受託事業や契約業務に従事する場合は、受託事業に従事させない。

（2）原子力機構内における協力と規制対象施設の利用
原則、原子力機構内で受託事業に従事できるものを以下の各号に限定する。
①各センターの本務者及び派遣労働者
②当該受託事業と利益相反が生じる技術課題に関する原子力事業者等からの受託事業や契約業務に
携わっておらず、かつ原子力機構内において受託事業が対象としている規制対象施設の管理にも携
わっていない各センターの兼務者及び当部門以外の派遣労働者

〇原子力事業者等又は原子炉設備メーカーとの共同研究について
組織的独立性、契約の対等性、成果の共有と評価の自由の確保、および契約内容、実施プロセス・体
制、成果の公開を原則とする。

〇透明性の確保について
受託報告書の公開や論文の投稿等に加え、データの取得方法や結論に至った過程がトレースできるよ
うにしておくことによって、透明性を確保する。



安全研究・防災支援部門における研究業務

 燃料サイクル施設の安全研究
再処理施設の重大事故、
ソースターム評価

 環境安全研究
炉内等廃棄物や1F廃棄物の
処分及び原子力施設の廃止
措置の安全評価手法の整備

 保障措置技術開発
分析技術の開発とIAEAの
査察能力強化への貢献

 1Fを対象とした安全研究
臨界安全研究
燃料デブリの臨界安全評価

事故挙動解明
1F試料分析に基づいた建屋
内の核種移行挙動評価

 軽水炉の安全研究
シビアアクシデント評価研究
軽水炉のレベル2PRA、SA
対策の有効性評価、ソース
ターム評価

燃料安全研究
事故時の燃料破損条件や
その影響等についての実験
研究と解析コード整備

熱水力安全研究
事故模擬実験による現象
解明と解析コードの検証

材料・構造安全研究
安全上重要な機器構造物
に対する外的事象や
原子力特有の照射環境の
影響等の評価

 放射線安全・防災研究
レベル3PRAコード整備、緊急時
被ばく評価、緊急時対応策の
有効性評価

安全研究センター

 緊急時対応研究
モニタリング技術開発、避難等
のリスクとの比較と最適な防護
戦略立案

 訓練・研修
プログラムの準備及び原子力
防災関係要員の育成支援

原子力緊急時支援・
研修センター（NEAT）



安全研究・防災支援部門における研究業務と成果



大型非定常
試験装置
(LSTF)

大型格納容
器実験装置
(CIGMA)

軽水炉施設 核燃料サイクル施設 廃棄物処分施設 

原子炉安全性研究炉
(NSRR)

 安全研究には多様な研究施設の利用が不可欠である。その一部は規制委員会の規制
対象施設であるため、「ルール」に従って活用。

 外部資金を活用して大型研究施設等の整備を推進。
｛高圧熱流動ループHIDRA(H28年度完成)、保障措置関連分析装置LG-SIMS(H29年度設置)

燃料 熱水力
保障措置

臨界・廃棄物

【実効性の確保】安全研究を実施する人材と施設

規制対象施設

定常臨界実験装置
（STACY更新炉）

高度環境分析研究棟

（CLEAR）
燃料サイクル

安全工学研究施設
(NUCEF)

【人材】
・安全研究には多様な原子力施設から公衆・環境まで、非常に幅広い分野の専門家を確保。
・部門内に確保できない場合は、「ルール」に従って、安全研究センター兼務者として対応。
・外部資金を活用した定年制職員の採用制度について、29年度より運用中。

【施設】



（参考資料）



７．原子力安全規制行政及び原子力防災に対する支援とそのための安全
研究の推進

機構は、原子力安全規制行政及び原子力防災への技術的支援に係る業務を行う
ための組織を区分し、同組織の技術的能力を向上するとともに、機構内に設置した
外部有識者から成る規制支援審議会の意見を尊重し、当該業務の実効性、中立性
及び透明性を確保しつつ、以下の業務を進める。

（１） 原子力安全規制行政に対する技術的支援とそのための安全研究
原子力安全規制行政を技術的に支援することにより、我が国の原子力の研究、

開発及び利用の安全の確保に寄与する。
そのため、「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」を踏まえ、原子力

規制委員会からの技術的課題の提示、技術支援の要請等を受けて、原子力の安
全の確保に関する事項（国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他
の原子力の平和利用の確保のための規制に関する事項を含む。）について安全研
究を行うとともに、同委員会の規制基準類の整備等を支援する。
また、同委員会の要請を受け、原子力施設等の事故・故障の原因の究明等、安

全の確保に貢献する。さらに、原子力規制委員会を支援できる高い見識を有する
人材の育成を目的とした体制を構築し、強化する。

第４期中長期目標



（２） 原子力防災等に対する技術的支援
災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号） 、武力攻撃事態等及び存

立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する
法律  （平成十五年法律第七十九号） に基づく指定公共機関として、関係行政機関や
地方公共団体の要請に応じて、原子力災害時等における人的・技術的支援を行う。ま
た、関係行政機関及び地方公共団体の原子力災害対策等の強化に貢献する。特に、
緊急時モニタリングに係る技術開発、研修、訓練、モニタリング情報共有・公開システ
ムの運用及び高度化並びに線量評価等の研究開発を行う。そのため、原子力緊急時
支援・研修センターに中核人材を配置し、体制を強化する。

第４期中長期目標
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